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	日時及び場所
	平成１８年１２月６日（水）午後１時３０分～午後４時３０分　
社会福祉会館５階　第２会議室

	出  席  者
	別添参加者のとおり

	件      名
	平成１８年度第３回社会福祉協議会あり方検討委員会　全体会

	内　　　　　　　　　  容

	内容
　プロジェクト委員会等において調整してきた「報告書（素案）」について、全体会委員の意見が出され以下のような訂正等を加えることになった。

１　報告書骨子について

　　報告書の骨子として「はじめに（趣旨）」「委員長のコメント」「社協あり方検討委員会検討の経過」「社会福祉協議会の使命、理念、基本方針については総体として掲載し、以下各カテゴリー(２)～（９）を掲載」「単語説明」「あり方の今後の方向性」「参考資料：市区町村社協経営指針（全国社会福祉協議会発行）等」「委員名簿」の流れで掲載する。

２　報告書の全体について

　(１)表現について

　・文書の表現に厳しいところや誤解を招くおそれのある表現や全ての社協が該当しない部分があるため、注意が必要である。

　　⇒プロジェクト委員会では、現状として敢えて厳しい表現での内容が必要とのことから素案のような表現となっている。報告書は、「内向きに出す報告書」とし、趣旨説明のところで「但し書きを入れ、すべての社協が該当するわけではないという断り書き」を入れる。

但し、明らかに間違った表現や誤解を招くような表現等については、訂正する。また、報告書は最終ではなく、次につながるものとして発行する。

　　　あり方に係っている委員のみが分かる内容ではなく、係っていない他者が分かる表現でまとめる。

（２）タイトルについて

・「社協あり方検討委員会報告書」のほかに副題をつける「例：社協のレベルアップのために等」。

・カテゴリーごとも副題をつける。

３　カテゴリー１．社会福祉協議会の使命、理念、基本方針について

　・全社協と同じ表現であっても、委員の意見の表現で掲載する。参考資料として「市区町村社協経営方針」抜粋と入れる。

・現状については、報告書の「趣旨」等の最初の部分で表現する。

・現状の7行目「明確な活動指針が示されず」の部分の主語を明確にして→「個々の社協において、明確な活動方針が示されず」と訂正。また必ずしも言い切れない部分があり、表現の修正が必要。

４　カテゴリー４．人材育成について

・現状1行目「職員の専門性が低く～体制が整っていない」の部分を「様々な事業を推進するための職員が育っていない」という表現に訂正し、組織的なシステムなどの構築が必要等の内容を盛り込む。

・事業展開のためには専門性の担保も必要である内容も盛り込む。

５　カテゴリー６．財源及び財務運営について

　・経済用語の表現が多く見られるため「手配」→「資金を確保する」や「資金を捻出する」などに表現を訂正する。

　・あるべき姿のＰ11の７行目「事業安定化基金」と「介護予防事業等次年度配分金」の後に「等」を入れる。

　・あるべき姿のＰ11の10行目「、補助金削減策の有効な対処策とする。」を削除し「～二次的に捉える。」と訂正。

　・蓄えた収益については、地域福祉の推進に活かすような取り組みに使用する姿勢が必要である。

　・全体的に分かりやすい表現に修正する。

６　カテゴリー７．リスクマネジメント体制について

　・現状のＰ12の14行目「外部監査」の意味を「外部評価」等の表現に改めるなど、第三者からのチェック体制による透明性が確保さているかの表現に訂正する。また、15行目に「していない社協も多く」と訂正する。

・具体的には、アクションプランの中に「外部監査等による年数回のチェックが必要である」などの表現を追加する。

７　カテゴリー８．社協事業内容について地域における支え合いへの支援について

　・現状のＰ14の1行目「つどい」「ミニデイ」「サロン」は同じ意味の表現であるため、表現に工夫する。

　・現状のＰ14の5行目「現在の時勢に合わなくなっている」の表現が「時勢」というよりは、住民に実施スタイル・方法があっているかどうかの部分で、合わなくなっているなどの表現に訂正する。

　・あるべき姿Ｐ14の9行目「～保育所の担当者に対する研修会を開催する」の部分は、福祉教育の対象となっている小中学校等の先生をはじめとする担当者が、福祉教育のことがあまり理解いただいていない場合があるため、そのまま掲載する。

　・カテゴリー８～１０の推進目標については、削除し、期待される効果等については、アクションプランの方に入れる。

８　カテゴリー９．福祉サービス利用支援の事業展開について

　・タイトル「福祉サービス利用支援の事業展開について」を「在宅福祉サービスの事業展開について」に訂正する。

　・現状のＰ16の1行目～10行目までの表現を訂正し、6行目「収益性のない～必要がある」までは削除する。

　・現状のＰ16の11行目「生活福祉資金」の表現、17行目「地域福祉権利擁護事業」の表現は全体的に修正する。（※報告書（素案）の意見についてを参照）

　・現状のＰ16の19行目の「地域包括支援センター」についても実施の必要性を具体的に示す。（※報告書（素案）の意見についてを参照）

９　カテゴリ１０．在宅サービスの事業展開について

　・タイトル「在宅サービスの事業展開について」を「公益事業の展開について」に訂正する。

　・現状のＰ18の1行目～13行目まで、再検討する。

　・現状のＰ20の「職員意識」については、意識のずれを具体的に表現する。「方針・理念などの共通認識、相互理解」などの必要性を加える。

　・あるべき姿Ｐ18の4行目「社協が持つ中立性～コーディネーターの役割を果たす。」という部分は、カテゴリー10にはそぐわない部分であるため、掲載部分のカテゴリーを変える。
　

　※カテゴリー８～１０の社協が行う事業についての区分けを整理する必要がある。

　※配食サービス事業、外出支援事業、法外事業などの社協独自の事業が含まれていないためカテゴリー８～１０の中に追加する。

その他

今回の報告書には、含めないが各市町村社協が各自の社協状況をチェックすることができる「チェックシート」も今後の展開の中で付け加える。

＜今後について＞

　・12月中に報告書の内容訂正し、完成させる。

　・1月中に市町村社協へ報告書に関するアンケート（意見を伺えるような形）を加えて送付する。

　・2月8日開催予定の「会長・事務局長会議」にて報告書に関するアンケート集計の結果を報告する。

　・2月中に社協あり方検討委員会「第4回全体会」を開催し、「報告書」を送付してからの市町村社協の反応を受けて、今後の社協あり方検討委員会の方向性（実際のアクション内容・部会・勉強会等）を検討する。

　・3月中に事業推進部会のモデル事業が完成。

　・委員の任期は、平成19年8月末まで




